
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
 

請求日が令和６年８月１日以降であれば、請求者の押印は不要です。。 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                （令和６年６月） 

     × 

お問い合わせは 

各市役所・町村役場、又は 岩手県市町村総合事務組合（☎ 019-622-6279）へ 

        

※ 利便性を図るため、 、 

共済見舞金請求において、 されます。 

傷害の請求の場合、押印が廃止されるのは、下記の共済見舞金請求書、交通事故申立書です。 

 

※ 死亡や障害の請求については、上記のほか、令和６年８月１日以後の請求から、

生計同一関係申立書の押印、印鑑登録証明書の提出が廃止されます。 

     × 

                   × 


